
議会運営委員会  

 

                     令和７年６月 20日 

                     委  員  会  室 

 

 

１  開  会  

 

 

２  協議事項  

 

 ⑴  第  108回６月定例会の運営等について  

 

  ア  追加議案の取扱いについて  

 

  イ  討論及び一般質問について  

 

 ⑵  その他  

 

 

３  その他  

 



 

                         【令和７年６月20日 議会運営委員会資料】 

 

第 108回６月定例会の運営（追加議案、討論及び一般質問）について 

 

１ 追加議案の取扱いについて 

 ⑴ 内容 

   委員会提出議案第２号：刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書 

 

 ⑵ 取扱い 

   総務産業常任委員長から提案説明・質疑・討論・採決 

 

２ 討論及び一般質問について 

 ⑴ 討論について 

議員提出議案第２号 

          西脇市立学校学習環境規模適正化推進計画の見直しを求める決議 

   ①４番 杉本 佳隆 議員（反対）   ②16番 寺北 建樹 議員（賛成） 

   ③８番 吉井 敏恭 議員（反対）   ④11番 東野 敏弘 議員（賛成） 

 

 ※上記の議案については、当該議員の討論後、続いて通告のない議員も討論することができます。 

 

 ⑵ 一般質問について 

  ア 通告人数  12人 

 

  イ 令和７年６月25日（第３日） ６人 

   ①９番 村岡 栄紀 議員    ②６番 藤原 桂造 議員 

   ③11番 東野 敏弘 議員    ④16番 寺北 建樹 議員 

   ⑤１番 藤原 秀樹 議員    ⑥３番 藤原 哲也 議員 

 

  ウ 令和７年６月26日（第４日） ６人 

   ①７番 高瀬 弘行 議員    ②15番 林  晴信 議員 

   ③４番 杉本 佳隆 議員    ④14番 村井 正信 議員 

   ⑤13番 浅田 康子 議員    ⑥５番 森脇 久夫 議員 



委員会提出議案第２号  

 

 

刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書  

 

 

 地方自治法第  109条第６項及び西脇市議会会議規則第 13条第２項の

規定により提出する。  

 

 

  令和７年６月 25日  

 

 

               西脇市議会総務産業常任委員会  

委員長  村  井  正  信    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 えん罪被害者を迅速に救済するため、刑事訴訟法の再審規定の改正

を速やかに行う必要があるため。  

 

  



刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書  

 

 

 再審制度は、三審制のもとで確定した有罪判決について、一定の重

大な瑕疵があった場合にこれを是正し、有罪判決を受けた者を救済す

る非常救済手続である。  

 えん罪は有罪とされた者や家族の人生に大きな影響を及ぼし、時に

はその生命をも奪いかねない最大の人権侵害である。えん罪の発生を

防ぐことはもちろん、不幸にしてえん罪が発生した場合には人権救済

の観点からも速やかに救済することは国の基本的責務であり、再審制

度は重要な意義を持っている。  

 通常審については、戦後間もなく刑事訴訟法が改正され、刑事手続

における基本的人権の保障と公正な裁判を実現するべく詳細な規定が  

置かれたほか、近年でも、証拠開示制度の整備、国選弁護制度の拡充、  

取調べの録音・録画等刑事手続の改善が進められている。  

 しかし、再審手続について定める刑事訴訟法第４編（再審法）は、

戦後の法改正から取り残された結果、今なお戦前の規定がほぼ踏襲さ

れ、審理手続を具体的に定めた規定はないに等しい状態にある。  

 また、過去の多くのえん罪事件では、警察や検察庁といった捜査機

関の手元にある証拠が再審段階で明らかになり、えん罪被害者を救済

するための大きな原動力となっているが、現状では捜査機関の手元に

ある証拠を開示させる仕組みについて、現行法に明文化された規定が

なく、再審請求手続において証拠開示がなされる制度的保障はない。

そのため、裁判官や検察官の対応いかんで、証拠開示の範囲に大きな

差が生じているのが実情であり、これを是正するためには、証拠開示

のルールを定めた法律の制定が不可欠である。  

 さらに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、こ  

れにより誤った再審開始決定が是正されている事案も存在するものの、  

不服申立てによって更に審理が長期化し、えん罪被害者の救済が遅延

することが指摘されるとともに、検察官は不服申立てによらずとも、

再審公判において主張の機会が保障されており不都合はないとの見解

もある。  

 えん罪は減らすことはできても無くなることはない。慎重な裁判を

行うことでその誤りを防ぐ三審制が採用されているにもかかわらず、

幾つもの再審無罪判決が出されてきたことを考えれば、再審に係る確

固たる手続規定が整備されなければならない。  

 ついては、国におかれては、えん罪被害者を迅速に救済するため、

刑事訴訟法の再審規定の改正を速やかに行うよう強く求める。  

 



 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。  

 

 

  令和７年６月 25日  

 

 

                    西  脇  市  議  会    

 

 

 

 衆議院議長  

 参議院議長  

 内閣総理大臣  

 内閣官房長官  

 総務大臣   

 法務大臣   

 

 

 

 

 

 

様  


